
募集対象：２０才以上の方（１名での参加も可） 

募集人数：40人程度（最少催行人数１０名） 

※先着順とし、定員に達し次第締め切りさせていだきます。 

参 加 費：１泊２食・・・１，４３０円＋お弁当・体験費用など 

詳しくは、ＨＰの開催要項でご確認下さい。 

日程： 三峰山の霧氷を見よう    ①平成３１年１／２９（火）～１／３０（水）締切１／１５ 

    亀山登山＆蕎麦打ち体験   ②平成３１年２／２５（月）～２／2６（火）締切２／１１    

ちゃんこ鍋作り＆倶留尊山登山 ③平成３１年３／４ （月）～３／５ （火）締切２／１８ 
       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

山登り・料理・クラフト・キャンプなど新たなことに挑戦してみませんか 

きっと新たな自分・新たな仲間との出会いが待っています 

一人から参加できる大人のための宿泊体験プログラムです 

毎月実施の大人のサークル活動 
         
 
 
 
 

 
 
 

 

 申し込みは、専用の Web フォームもしくはＦＡＸで 

主催：国立曽爾青少年自然の家      

                   検索ワード 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

申込・お問い合わせ先   

〒633-1202  

奈良県宇陀郡曽爾村太良路 1170 

国立曽爾青少年自然の家  

「おとな day」担当 

ＴＥＬ：0745-96-2121  

ＦＡＸ：0745-96-2126 

http://soni.niye.go.jp/ 

E-mail：soni@niye.go.jp 

曽爾青少年自然の家 主催事業 



プログラム 

（1月）~三峰山の霧氷を見よう~ 

２９日 14:00 14:30 15:00 16:30 17:00 19:00 20:00 22:00 

 

（火） 

受付 開会式、 

ｵﾘｴﾝﾃｰｼｮﾝ 

自由時間 

散策・卓球など 

夕べの 

つどい 

夕食 自由時間 

雪山の心得（希望者） 

お亀の湯（希望者） 

入浴 就寝 

３０日 6:30 7:30 8:00 8:40 9:00 16:00 

（水） 

起床 朝のつどい 朝食／清掃 自然の家 

マイクロ発 

旅行村着 

三峰登山開始～それぞれのペースで登山～ 

旅行村 

マイクロ発 

 

（２月）~亀山登山＆蕎麦打ち体験~  

２５日 14:00 14:30 15:00 16:30 17:00 19:00 20:00 22:00 

 

（月） 

受付 開会式、 

ｵﾘｴﾝﾃｰｼｮﾝ 

亀山登山 夕べの 

つどい 

夕食 自由時間 

 

お亀の湯（希望者） 

入浴 就寝 

２６日 6:30 7:30 8:00 9:00 12:00  

（火） 

起床 朝のつどい 朝食／清掃 蕎麦打ち体験 

（昼食） 

解散  

（３月）~ちゃんこ鍋作り＆倶留尊山登山~  

４日 14:00 14:30 15:00 17:00 19:00 20:00 22:00 

 

（月） 

受付 開会式、 

ｵﾘｴﾝﾃｰｼｮﾝ 

ちゃんこ鍋作り 

 

夕食 自由時間 

 

お亀の湯（希望者） 

入浴 就寝 

５日 6:30 7:30 8:00 9:00 13:00  

（火） 

起床 朝のつどい 朝食／清掃 倶留尊山登山 

昼食（お弁当） 

解散  

※ 天候等により、時間やプログラムが変更になる場合があります。 

会   場  国立曽爾青少年自然の家 （宿泊は本館棟となります/２段ベッド・８人部屋） 

       ※お一人での参加の場合相部屋になることもあります。 

交   通  自家用車で来所されるか、もしくは近鉄榛原駅（北口）から無料の送迎バスをご利用いただけます 

 

持 ち 物 

参加費、館内用シューズ（うわばき）、着替え、入浴・洗面用具（タオル、シャンプー、せっけん、歯ブラシ） 

水筒（飲み物）、雨具、防寒着、健康保険証、その他宿泊に必要な物、 登山などに必要な物など 

そ の 他 

・参加案内については、募集締切後、メールまたは郵送にてお知らせいたします。 
・活動中に様子を撮影した写真・ビデオは、「国立曽爾青少年自然の家」の利用ガイドをはじめ、要覧やポスター、 

ホームページなど、国立青少年教育振興機構の広報資料や教育雑誌等に掲載する場合があります。 

・ご記入いただいた個人情報は「独立行政法人国立青少年教育振興機構が保有する個人情報の適切な管理に関する規 

定」等に基づき適切に管理し、この事業に関する事務のみに使用し、法令等に定める場合を除いて第三者に開示す 

ることはありません。 

 

 


